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第１章 計画策定にあたって 

 

第１節 計画策定の背景 

 

南牧村の６５歳以上の高齢者人口は、平成１８年度の１,６１３人をピー

クに減少に転じ、令和２年度に１,１３０人（令和２年４月１日）となり、

令和７年度は、８８５人と推計されますが、総人口に占める６５歳以上の

高齢化率は、令和２年度の６４％（令和２年４月１日）から令和７年度に

は６９％と上昇し、高い高齢化率が継続すると見込まれます。  

南牧村老人福祉計画及び第７期介護保険事業計画で進めてきた体制・事

業を継続しつつ、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続

けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に

確保される体制の構築の実現と地域の自主性や主体性に基づき、地域の特

性に応じた計画を視野に入れ、「南牧村老人福祉計画・第８期介護保険事業

計画を策定することとします。 

 

 

第２節 計画の課題 

 

１．可能な限り住み慣れた地域において生活できる環境づくり  

 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしが続けられるよう、医療・

介護・予防・住まい・生活支援の５つのサービスを一体化して提供して

いく「地域包括ケア」の考え方に基づき、取り組むことが重要です。  

高齢者が、その地域でどの程度の生活をし、どこで、どのような支援

を必要とするか把握し、地域の実情に合ったサービスの提供が必要です。 

 

２．自分らしい豊かな高齢期をつくることができる地域参画づくり  

 

健康寿命の延伸は、健康づくりの推進や支援体制の環境整備を進める

ことが重要です。 

趣味や余暇活動で自らの知識・経験を生かした就労や地域づくりへの

貢献など多様な関わり合いの中で、様々な社会参画の機会があることが

重要です。 

また、高齢者虐待やその他様々な権利侵害がないように、一人ひとり

の意思が尊重され、権利が守られる支援体制が必要です。  
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第３節 計画の理念・目的・基本方針 

 

南牧村では、前期計画において、高齢者が引き続き住み慣れた地域の中

で安心して生きがいのある生活や、明るく活力のある高齢者社会の実現に

向け、介護サービスや保健福祉サービスを提供するとともに、積極的な社

会参加を促すことを重点とした体制づくりを推進してきました。  

今期計画においては、「住み慣れた地域で自分らしい暮らしができる地域

づくり」を計画の将来像と定め、前期に引き続き、地域包括ケアシステム

の構築を推進し、次の目標を設定し計画を推進します。  

 

 

１．地域包括ケアシステムの構築 

住み慣れた地域で自立し安心して暮らしが続けられるよう、医療・介

護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供できるように、各分野にお

いての協力体制の強化と、地域住民との連携支援等の構築に向け、一体

的な協働活動を推進する。 

 

２．居住環境の整備 

住み慣れた地域で自立し安心して暮らしが続けられるよう、地域の実

情を踏まえた連携体制の強化を推進し、地域の見守り体制の整備や支え

合いの推進、高齢者の権利擁護の推進も図ります。  

また、高齢者や一人暮らしに不安を抱える方などへの対応として、必

要に応じ施設整備を行います。 

 

３．生きがい対策、社会参加の推進 

高齢者が社会の重要な一員として、生きがいを持って暮らしていくこ

とができるよう、自らの知識や経験を生かした就労場所の提供や地域へ

の貢献参加等を支援していきます。 

また、生涯学習、生涯スポーツへの参加の促進、交流機会の拡充等、

積極的に地域社会に参加できる環境づくりも推進します。  

 

４．健康寿命の延伸を目指した健康づくり  

明るく活力のある生活を実現するには、高齢者一人ひとりが健康を意

識し生活することが大切です。 

食生活改善、体力づくりの推進、閉じこもりの防止に向け、地域住民
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やボランティアなどの協力のもと、各地域に合ったサロンや居場所づく

りを行います。 

高齢者と住民が、一緒に健康について共感しあえる場所の提供や支援

を積極的に行い、地域一体となった健康づくりを形成し、健康で豊かな

生活を目指します。 

 

５．安定した介護保険サービスの提供 

中長期的な視野で、介護保険制度の円滑かつ適正な運営と安定した継

続性を確保するために、介護給付の適正化、認定調査の公正化、介護保

険事業者等への指導を推進し、被保険者が納得できる介護保険制度を目

指します。 

また、介護を要する高齢者及びその家族が安心して利用できる介護保

険サービスの提供を図ります。 

 

 

第４節 法令等の根拠 

 

本村では、高齢者福祉事業全般の円滑な運営を図るために、「老人福祉計

画」と「介護保険事業計画」を一体とした「南牧村老人福祉計画・第８期

介護保険事業計画」として策定しています。  

本計画の法的根拠として、老人福祉法第２０条の８に基づく、「市町村老

人福祉計画」及び介護保険法第１１７条に基づく「市町村介護保険事業計

画」を一体的に策定するものであり、策定を義務付けられた法定計画です。  

 

 

第５節 計画期間 

 

本計画は、団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者となる令和７年度とと

もに、団塊ジュニア世代が６５歳高齢期に到達する令和２２年を見据えつ

つ、令和３年度から令和５年度までの３年間を計画期間としますが、社会

情勢の変化等を踏まえ、状況に応じて見直しを図ります。  

 

令和  

３  

令和  

４  

令和  

５  

令和  

６  

令和  

７  

令和  

８  

令和  

９  

令和  

１０  

令和  

１１  

令和  

２２  

          

第８期計画（本計画）  第９期計画  第１０期計画  

令和 7 年度までの見通し  令和 22 年度までの長期展望  
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第６節 計画策定に向けた取組み 

 

１．調査摘要 

高齢者の意識、健康状態、生活実態、介護環境、及び在宅介護をめぐ

る課題等の調査項目を通じ、日常生活や地域における課題、ニーズを把

握し、本計画策定等の基礎資料とするため、「介護予防・日常生活圏域ニ

ーズ調査」及び「在宅介護実態調査」の２種の調査を実施しました。  

 

２．介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

実 施 日  令和２年７月 

調査対象者  令和２年７月１日現在で６５歳以上の方 

介護認定を受けていない者 ７０人 

介護予防・日常生活支援総合事業対象者 ６人 

要介護認定要支援１、要支援２ ３９人 

対 象 者 数  １１５人 

回 収 率   ９６％ 

 

（１）家族構成について 

「夫婦２人暮らし (配偶者６５歳以上 )」４３ .２％と最も高く、次いで

「１人暮らし」が２７.９％となっています。 

単位：％  

 
 

  

0

8.1

17.1

3.6

43.2

27.9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

未選択

その他

息子・娘との2世帯

夫婦2人暮らし(配偶者64歳以下)

夫婦2人暮らし(配偶者65歳以上)

1人暮らし

家族構成
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（２）主観的健康状態について 

主観的に自覚している健康状態は、「まあよい」が６１ .３％と最も高

く、「とても良い」１４.４％と合わせると良好とうかがえます。  

単位：％  

 
 

 

（３）幸福度について 

現在の幸福度について、「１０点」が最も多く、２４ .３％、次いで

「８点」が２０.７％、「７点」が１８％となっております。  

単位：％  

 

 

  

4.5

14.4

61.3

15.3

4.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

未選択

とてもよい

まあよい

あまりよくない

よくない

主観的健康状態

1.8

0

0

0.9

2.7

15.3

2.7

18.0

20.7

8.1

24.3

5.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

0点

1点

2点

3点

4点

5点

6点

7点

8点

9点

10点

無回答

幸福度



- 8 - 

 

（４）現在治療中または後遺症のある病気について 

「高血圧」が最も多く５２ .３％、次いで「筋骨格の病気（骨粗しょう症、

関節症）」が２８.８％になっています。 

単位：％  

 
 

※複数回答 

  

10.8

52.3

4.5

8.1

14.4

4.5

9.9

12.6

4.5

28.8

5.4

2.7

1.8

1.8

1.8

0.9

17.1

7.2

8.1

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

ない

高血圧

脳卒中（脳出血･脳梗塞等）

心臓病

糖尿病

高脂血症（脂質異常）

呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等）

胃腸・肝臓・胆のうの病気

腎臓・前立腺の病気

筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等）

外傷（転倒・骨折等）

がん（悪性新生物）

血液・免疫の病気

うつ病

認知症(アルツハイマー病等)

パーキンソン病

目の病気

耳の病気

その他

無回答

現在治療中または後遺症のある病気
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（５）週に１回以上の外出回数について 

最も多かったのが「週に２～４回」４５％で、次いで「週５回以上」が

２１.６％、「週１回」が２０.７％となっています。 

単位：％  

 

 

（６）認知症に関する相談窓口について 

認知症に関する相談窓口を知っていますかの問いについては、５８.６％

の方が認知症に関する相談窓口を知らないので普及啓発に努めます。 

単位：％  

 

  

1.8

10.8

20.7

45.0

21.6

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

未選択

ほとんど外出しない

週１回

週2～4回

週5回以上

週に１回以上は外出していますか

3.6

58.6

37.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

未選択

いいえ

はい

認知症に関する相談窓口を知っていますか
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３．在宅介護実態調査 

調査対象者は、令和２年６月１日から令和２年７月３１日までの間に、

在宅で生活している要支援・要介護者のうち「要支援・要介護認定の更

新申請及び区分変更申請をした方を調査しました。 

 

対 象 者 数   １７人 

回 収 率  １００％ 

 

（１）家族等による介護の頻度について  

「ほぼ毎日」６４ .７％と最も高く、次いで「週に１～２日」が２９ .

４％となっています。 

単位：％  

 

  

0

0

64.7

0

29.4

5.9

0 10 20 30 40 50 60 70

無回答

ない

ほぼ毎日

週３～４日

週１～２日

週１日以下

家族等における介護の頻度について
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（２）主な介護者の本人との関係について  

「子」と回答が４７ .１％と最も多く次いで「配偶者」３５ .３％とな

っている。 

単位：％  

 

 

（３）主な介護者の年齢について 

「６０代」の方が３５ .３％と多く、次いで「５０代」２９ .４％とな

っています。 

単位：％  

 

 

  

0

5.8

0

0

11.8

47.1

35.3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

無回答

その他

兄弟・姉妹

孫

子の配偶者

子

配偶者

主な介護者の本人との関係

0

23.5

11.8

35.3

29.4

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

無回答

８０歳以上

７０代

６０代

５０代

４０代

主な介護者の年齢
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（４）主な介護者が行っている介護について  

「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」８８ .２％と最も多く、次いで

「食事の準備(調理)」７６.５％となっています。 

単位：％  

 

※複数回答 

 

 

第７節 他制度による計画等の整合と調和 

 

この計画は、南牧村の村政運営の方向性を定める「第五次南牧村総合計

画」と策定に整合性を図りつつ策定しています。 

また、群馬県が策定した「群馬県高齢者福祉計画」、「群馬県介護給付適

正化計画」やその他関係計画等と連携しています。 

  

0

5.9
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第２章 高齢者・要介護（要支援）認定者の現状 

 

第１節 高齢者の現状 

 

（１）高齢者人口の推移                （単位：人） 

項 目 総 人 口 

６５歳 

～ 

７４歳 

７５歳 

以上 

高齢化率 

（％） 

第 

６ 

期 

平成２７年度 2,125 390 880 59.8 

平成２８年度 2,057 374 871 60.5 

平成２９年度 1,963 354 852 61.4 

第 

７ 

期 

平成３０年度 1,890 350 819 61.8 

令和 元 年度 1,816 355 800 63.6 

令和 ２ 年度 1,732 363 755 64.5 

※ 住民基本台帳・外国人登録台帳 基準日：１０月 1 日 

 

 

（２）1 人暮らし高齢者の推移             （単位：人） 

項 目 男 女 計 
高齢者人口うち  

1 人暮らし率（％） 

第 

６ 

期 

平成２７年度 73 185 258 20.3 

平成２８年度 56 183 239 19.2 

平成２９年度 54 162 216 17.9 

第 

７ 

期 

平成３０年度 49 149 198 16.9 

令和 元 年度 54 141 195 16.8 

令和 ２ 年度 ― ― ― ― 

※ 基準日：６月１日 （平成２９年度から対象者は７０歳以上） 

※ 令和２年度は、新型コロナウイルス感染防止対策のため調査は

行っていません。 
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第２節 要介護（要支援）認定者の現状 

 

（１）高齢者人口の推移                （単位：人） 

項 目 
第１号 

被保険者数 

第１号 要介護 

(要支援)認定者 

第１号 

被保険者における 

認定率（％） 

第 

６ 

期 

平成２７年度 1,310 300 22.9 

平成２８年度 1,264 298 23.6 

平成２９年度 1,225 301 24.6 

第 

7 

期 

平成３０年度 1,183 305 25.9 

令和 元 年度 1,167 297 25.4 

令和 ２ 年度 1,145 292 25.5 

資料：介護保険事業状況報告（令和２年度は１２月末の数値） 

 

 

 

（２）要介護度別認定者の推移             （単位：人） 

項 目 
支援  

１  

支援  

２  
経過的  

要介護  

介護  

１  

介護  

２  

介護  

３  

介護  

４  

介護  

５  
計  

第 

６ 

期 

平成２７年度 20 51 0 40 64 45 50 30 300 

平成２８年度 20 45 0 45 50 58 49 31 298 

平成２９年度 14 52 0 43 53 51 53 35 301 

第 

７ 

期 

平成３０年度 19 43 0 50 51 62 40 40 305 

令和 元 年度 16 42 0 37 48 62 41 51 297 

令和 ２ 年度 19 49 0 51 37 51 46 39 294 

資料：介護保険事業状況報告（令和２年度は１２月末の数値） 
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Ⅰ 老人福祉計画 

 

第１章 老人福祉計画策定にあたって 

 

第 1 節 老人福祉計画策定の背景 

 

南牧村の人口は、平成元年の４ ,７８８人から令和元年の１ ,７６８人と

３１年で約６割以上、人数で３,０００人以上の減少が続いています。 

近年は転出などの社会的減少よりも、死亡数から出生数を除いた自然的

減少が大きく上回る状況にあります。 

これらの状況から、国立社会保障・人口問題研究所の推計では令和１０

年に南牧村の総人口は９９６人、高齢化率７３％となる見込みです。 

 

 

第２節 老人福祉計画策定の課題と目標 

 

高齢者の増加に伴って、寝たきりや認知症等の介護を必要とする高齢者

が急速に増えてきています。 

この老人福祉計画は、本村に暮らす高齢者が「生涯青春」、「生涯現役」

で生きがいを持って暮らせることを支援するために策定するものです。  

平成１２年に介護保険制度開始以来、高齢者施策のために平成２０年に

は後期高齢者医療制度が、平成２５年１２月には「持続的な社会保障制度

の確立を図るための改革の推進に関する法律」の施行、平成２６年６月に

は「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律」の公布と高齢者を重視する法改正が行われてきて

おり、高齢者の福祉・介護・保健・医療の在り方もその都度見直されてい

ます。 

今期計画においても社会的弱者が地域住民の温かい援助や、心のふれあ

いを大切にしながら、生きがいをもって自立した生活ができる基盤の確立

と思いやりのある地域社会の建設を目指します。そして、人材・組織の育

成及び施設の整備を推進し、高齢者が安心安全な生活が送れる地域社会を

目指します。 
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第２章 老人福祉計画の内容 

 

高齢化が急速に進み、１人暮らしや２人暮らしの高齢者世帯が急増して

います。 

高齢者の多くは、引き続き住み慣れた地域の中で生活したいと願ってい

ます。生きがいを持ち安心して生活できるように、在宅福祉を中心とした

介護サービスや保健福祉サービスを提供するとともに、生きがいづくりの

事業を推進し、積極的な社会参加を促します。 

また、南牧村社会福祉協議会や南牧村民生委員児童委員協議会等関連す

る機関と連携し、高齢者の生活全般をサポートできる体制づくりも推進し

ます。 

 

 

第１節 在宅高齢者の支援事業 

 

１．敬老事業 

高齢者の長寿をお祝いするため、村内の８０、８５、９０、９５、 

１００、１０１歳以上の高齢者に敬老祝金の贈呈や７５歳以上の高齢者

を対象として敬老会等の敬老事業を実施します。また、高齢夫婦お祝い

事業として、９０歳以上の在宅夫婦に記念品を贈ります。 

 

２．ひとり暮らし高齢者保養事業・交流事業 

 

１人暮らし高齢者対策として、孤独感解消・健康維持及び機能低下防

止、また、住民同士の親睦や交流を図ることを目的として実施します。  

 

３．ひとり暮らし等見守り活動事業 

１人暮らし高齢者等の安否確認のため、見守り活動を支援します。 

 

４．幸齢者(高齢者)いきいき事業 

元気でいきいきと暮らし、介護保険のサービスを受けていない幸齢者

を対象として、幸齢者いきいき交流旅行と幸齢者いきいき祝金を交付し

ます。 
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第２節 生きがいづくり・就労対策事業 

 

１．老人クラブ活動の助成事業 

老人クラブ活動を通して、高齢者が魅力的な活動を模索し、個人の技

能や知識及び趣味に合わせた活動、リーダーの育成及び相互扶助の観点

から、社会の変化に対応した新鮮な活動を創造していくことを支援しま

す。 

２．生涯学習・スポーツ活動助成事業 

生涯にわたって、文化的な活動や学習、スポーツに親しめるように教

室や事業を開催し、高齢者の社会参加や健康づくりを推進します。  

 

３．シルバー人材センター運営事業 

高齢者の豊富な知識と経験を生かして、積極的に地域で活躍できるよ

うに職域の開拓と高齢者の生きがいづくりの推進をします。  

 

 

第３節 生活の安全・安心確保対策事業 

 

１．高齢者等安心生活確保事業 

１人暮らしの高齢者等が在宅で安心した生活を送ることができるよう

に、急病等の緊急事態に敏速に対応するための通報装置の貸与、また振

込め詐欺等にあうことを未然に防ぐための撃退機器の貸与をし、在宅福

祉の向上を図ることを目的として実施します。  

 

２．緊急医療情報提供事業 

高齢者や障害者などの安全・安心を確保するため、かかりつけ医や持

病などの医療情報や薬剤情報等を専用の容器（緊急医療情報キット）に

入れ、冷蔵庫に保管しておくことで、万一の緊急時に備えます。  

持病や服薬等の医療情報を確認することで、適切で迅速な処置が行え

ること、また、緊急連絡先の把握により、親族や医療機関等への迅速な

連絡が可能となり、高齢者が安心して生活できるように目指します。  

 

３．高齢者虐待の早期発見 

高齢者への虐待は、高齢者の尊厳を冒すだけでなく心身に重大な悪影
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響を及ぼす場合もあり、深刻な問題となっております。高齢者虐待が発

生する背景には家庭内における様々な要因が存在するため解決が困難で

す。地域住民や医療・福祉・介護関係機関等の連携により高齢者虐待の

早期発見・早期予防を図るとともに、養護者を支援し負担の軽減するこ

とで、高齢者虐待の防止に努めます。 

 

 

第４節 高齢者施策として検討実施する事業 

 

南牧村では地域の実情に応じた、多様な生活支援や地域における支え合

い体制づくり、介護予防事業等のサービスを検討し、高齢者と地域住民を

含めた高齢者施策の推進を考えています。  

本計画においては、高齢者実態把握調査の結果を踏まえ、介護保険関係

事業以外で高齢者が必要としている下記事業の検討を行うとともに、地域

住民と一緒に活動できる事業や高齢者が活用できる地域資源を、南牧村社

会福祉協議会や南牧村民生委員児童委員協議会等関連する機関と一緒に協

議し、本計画期間で実施していきます。  

 ① 高齢者が安心して居住できる住宅環境整備事業 

 ② 高齢者の個々の得意な面を生かしたボランティア活動が行える事  

 ③ 高齢者が安心して生活できる環境を整えるための住宅改造費助成業

（バリアフリー化等） 

 ④ 高齢者世帯が誰でも申し込める配食サービス事業 

 ⑤ 各地域で地域住民と高齢者が気軽に集まれる居場所づくり事業  

 ⑥ 高齢者が健康で自立した生活を送れるよう専門職等による生活アド

バス事業 

 ⑦ 高齢者が生涯スポーツや散歩等の日常的に取り組める運動等の支援

や助成を行う事業 

 ⑧ 地域住民や高齢者同士のふれあいや交流ができる事業  

 ⑨ 高齢者の買物弱者施策として、高齢者集落への生鮮食品宅配や移動

販売車及び高齢者が買物に出かけられる交通施策等、高齢者の買物支

援を行う事業 

 ⑩ 各種支援活動事業等 

  



- 19 - 

 

Ⅱ 第８期介護保険事業計画 

 

第１章 介護保険給付事業の現状 

 

 

１．サービス受給者数の推移 

 

 【介護サービス】                   単位：人 

項  目 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

居宅サービス 1,109 1,124 865 

地域密着型サービス 402 504 386 

施設サービス 971 1,022 699 

 

 【介護予防サービス】                 単位：人 

項  目 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

居宅サービス 305 288 250 

地域密着型サービス 1 0 0 

施設サービス 0 0 0 

 

２．サービス給付費の推移 

 

 【介護サービス】                   単位：円 

項  目 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

居宅サービス 134,499,244 143,757,865 114,620,249 

地域密着型サービス 85,461,652 107,729,909 83,260,229 

施設サービス 232,469,201 263,206,184 187,298,334 

 

  【介護予防サービス】                単位：円 

項  目 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

居宅サービス 13,278,966 11,763,194 9,807,804 

地域密着型サービス 228,276 0 0 

施設サービス 0 0 0 

資料：介護保険事業状況報告（令和２年度は１２月末までの数値） 
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３．サービスの種類 

 

１ 介護サービス 
要介護１から要介護５の方が利用できる  

サービス 

２ 介護予防サービス 
要支援１、要支援２の方が利用できる  

サービス 

 

１ 居宅サービス 自宅を中心に利用するサービス 

２ 
地域密着型 

サービス 

住み慣れた地域を離れずに生活を続けら  

れるように、地域の特性に応じた柔軟な  

体制で提供されるサービス 

３ 施設サービス 施設に入所してサービスを受ける 

 

 

４．サービス資源の現状 

 

村内におけるサービス基盤の現状は次のとおりです。 

種 類 サービスの種類 施設数 定員 

居宅サービス 通所介護 1 35 

 訪問介護 1  

 短期入所生活介護 2 
10 

(21) 

 特定施設入居者生活介護 1 20 

地域密着型 

サービス 

認知症対応型共同生活介護 1 9 

介護老人福祉施設入居者生活介護 1 21 

施設サービス 介護老人福祉施設 1 50 
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第２章 介護保険事業計画の概要 

 

第１節 人口及び被保険者数の推計 

 

令和２年度から令和２２年度までにおける総人口及び被保険者数の推計

は、次のとおりです。 

総人口、高齢者人口は減少傾向にありますが、高齢化率は増加傾向にあ

ります。 

（単位：各項目（ ）内／年） 

項 目 
令和 

２年度 

令和 

７年度 

令和 

１２年度 

令和 

１７年度 

令和 

２２年度 

人口(人) 1,590 1,268 996 789 609 

被保険者数(人) 1,043 885 732 603 476 

 
65～75歳未満(人) 359 303 220 158 109 

75 歳以上(人) 684 582 512 445 367 

高齢化率(％) 65.5 69.7 73.4 76.4 78.1 

   資料：国立社会保障・人口問題研究所「地域別将来推計人口」 

 

第２節 要介護（要支援）認定者数の推計 

 

認定者数の推計は、次のとおりです。 

 要介護（要支援）認定者数は減少が見込まれます。 

(単位：人） 

項 目 
支援  

１  

支援  

２  
経過的  

要介護  

介護  

１  

介護  

２  

介護  

３  

介護  

４  

介護  

５  
計  

３年度 19 49 0 48 40 58 39 41 294 

４年度 19 48 0 48 40 55 39 41 290 

５年度 19 47 0 46 38 55 39 39 283 

７年度 18 45 0 43 38 52 37 38 271 
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第３節 日常生活圏域の設定 

 

日常生活圏域の設定は、地理的条件、社会的条件やその他の条件を総合

的に勘案して日常生活圏域を定めるものとされています。  

 南牧村は南牧村全域を日常生活圏域として設定し、地域の特性などを踏

まえて、地域包括ケアシステムの構築に向け、住まい、医療、介護、予防、 

生活支援が一体的に提供できるよう整備を図ります。 
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第３章 介護給付費等対象サービス計画 

 

第１節 サービスの内容 

 

内   容 

１．介護サービス 

要介護１から要介護５の方が利用できるサービス  

２．介護予防サービス 

要支援１、要支援２の方が利用できるサービス  

３．居宅サービス(介護予防も含む) 

自宅を中心に利用するサービス 

 
① 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

  ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活の援助 

 
② 訪問入浴介護 

  移動入浴車等で訪問し、入浴の介助等 

 
③ 訪問看護 

  看護師が訪問し、床ずれ手当や点滴の管理等 

 
④ 訪問リハビリテーション 

  リハビリ（機能回復訓練）の専門家が訪問しリハビリを実施 

 

⑤ 居宅療養管理指導 

  医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士が訪問し、薬の飲み方や  

食事等の療養上の管理等 

 
⑥ 通所介護（デイサービスセンター） 

  施設にて日帰りで、食事・入浴等の介護や機能訓練を実施 

 
⑦ 通所リハビリテーション（デイケア）  

介護老人保健施設や病院・診療所で日帰りの機能訓練を実施 

 

⑧ 短期入所生活介護（ショートスティ）  

  介護老人福祉施設や療養型施設等に短期間入所して、食事・入  

 浴等の介護や機能回復訓練を実施 

 
⑨ 福祉用具貸与 

  生活環境を整えるサービスで福祉用具の貸与  

 
⑩ 特定福祉用具購入 

  生活環境を整えるサービスで福祉用具の購入 
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内   容 

 

⑪ 住宅改修 

  生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区  

 分に関係なく住宅改修費の支給 

 
⑫ 特定施設入居者生活介護 

  有料老人ホーム等で食事・入浴等の介護や機能回復訓練を実施 

 

⑬ 居宅介護支援・介護予防支援 

  介護支援専門員（ケアマネジャー）がケアプランを作成するほ 

か、利用者が安心して介護サービスを利用できるように支援 

４．地域密着型サービス（介護予防も含む） 

 

① 小規模多機能型居宅介護 

  小規模な居住型の施設で「通い」を中心に「訪問」、「短期間の  

宿泊」等を組み合わせて、食事・入浴等の介護や支援  

 

② 認知症対応型共同生活介護 

  認知症の方が共同で生活できる場（住居）で、食事・入浴等の  

介護や支援及び訓練機能の実施 

 

③ 地域密着型通所介護 

利用定員１８人以下の小規模なデイサービスセンターなどに通 

い、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓  

練などを実施 

 

④ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

定員２９人以下の特別養護老人ホームに入所する要介護者に対  

し、食事・入浴等の日常生活の介護や健康管理などを実施 

５．施設サービス 

 
① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）  

生活介護が中心の施設 

 
② 介護老人保健施設 

介護やリハビリが中心の施設 

 
③ 介護医療院 

医療が中心の施設 

 

 

  



- 25 - 

 

第２節 サービス費の見込量 

 

１．介護サービス費の見込量 

 

  ① 居宅サービス           （単位：各項目（ ）内／年） 

項   目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問介護 給付費 (千円 ) 6,794 6,100 5,410 

 回数 (回 ) 1,857 1,775 1,620 

 人数 (人 ) 216 206 195 

訪問入浴介護 給付費 (千円 ) 0 0 0 

 回数 (回 ) 0 0 0 

 人数 (人 ) 0 0 0 

訪問看護 給付費 (千円 ) 0 0 0 

 回数 (回 ) 0 0 0 

 人数 (人 ) 0 0 0 

訪問  

リハビリテーション 

給付費 (千円 ) 554 500 440 

回数 (回 ) 196 185 163 

人数 (人 ) 48 40 36 

居宅療養管理指導 給付費 (千円 ) 202 180 160 

 人数 (人 ) 60 58 54 

通所介護 給付費 (千円 ) 83,133 74,550 66,180 

 回数 (回 ) 9,216 8,250 7,330 

 人数 (人 ) 660 605 573 

通所  

リハビリテーション 

給付費 (千円 ) 2,017 1,800 1,610 

回数 (回 ) 272 252 235 

人数 (人 ) 60 58 53 

短期入所生活介護 給付費 (千円 ) 30,000 26,900 23,880 

 回数 (回 ) 3,782 2,975 2,222 

 人数 (人 ) 204 188 156 

福祉用具貸与 給付費 (千円 ) 4,100 3,680 3,260 

 人数 (人 ) 372 361 353 

特定福祉用具購入費 給付費 (千円 ) 200 180 160 

 人数 (人 ) 12 10 8 

住宅改修費 給付費 (千円 ) 1,260 1,130 1,000 

 人数 (人 ) 24 20 18 

特定施設入居者生活介護  給付費 (千円 ) 14,200 12,730 11,310 

人数 (人 ) 72 70 68 
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② 地域密着型サービス        （単位：各項目（ ）内／年） 

項   目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

小規模多機能型居宅介護  給付費 (千円 ) 13,900 12,460 11,060 

 人数 (人 ) 48 46 44 

認知症対応型共同生活介  

護  

給付費 (千円 ) 47,100 42,230 37,500 

人数 (人 ) 180 173 168 

地域密着型特定施設 

入居者生活介護 

給付費 (千円 ) 0 0 0 

人数 (人 ) 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉  

施設入居者生活介護 

給付費 (千円 ) 40,000 35,870 31,840 

人数 (人 ) 192 183 175 

地域密着型通所介護 給付費 (千円 ) 13,000 11,660 10,350 

人数 (人 ) 1,837 1,803 1,789 

 

 

③ 施設サービス           （単位：各項目（ ）内／年） 

項   目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護老人福祉施設 給付費 (千円 ) 157,800 141,500 125,620 

 人数 (人 ) 648 633 602 

介護老人保健施設 給付費 (千円 ) 17,200 15,420 13,690 

人数 (人 ) 84 81 78 

介護医療院 給付費 (千円 ) 78,000 69,940 62,100 

人数 (人 ) 192 190 187 

 

 

④ 居宅介護支援           （単位：各項目（ ）内／年） 

項   目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅介護支援 給付費 (千円 ) 14,400 12,910 11,460 

 人数 (人 ) 912 897 886 
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２．介護予防サービス費の見込量 

 

  ① 介護予防サービス         （単位：各項目（ ）内／年） 

項   目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護予防訪問入浴介護 給付費 (千円 ) 0 0 0 

 回数 (回 ) 0 0 0 

 人数 (人 ) 0 0 0 

介護予防訪問看護 給付費 (千円 ) 0 0 0 

 回数 (回 ) 0 0 0 

 人数 (人 ) 0 0 0 

介護予防訪問 

リハビリテーション 

給付費 (千円 ) 130 120 110 

回数 (回 ) 61 60 58 

人数 (人 ) 12 10 9 

介護予防 

居宅療養管理指導 

給付費 (千円 ) 70 60 60 

人数 (人 ) 16 14 14 

介護予防通所 

リハビリテーション 

給付費 (千円 ) 1,200 1,080 950 

人数 (人 ) 12 10 8 

介護予防短期 

入所生活介護 

給付費 (千円 ) 600 540 480 

回数 (回 ) 91 87 84 

人数 (人 ) 12 10 8 

介護予防福祉用具貸与 給付費 (千円 ) 1,800 1,610 1,430 

 人数 (人 ) 180 175 170 

介護予防 

特定福祉用具購入費 

給付費 (千円 ) 130 110 105 

人数 (人 ) 5 4 4 

介護予防住宅改修費 給付費 (千円 ) 1,260 1,230 1,000 

 人数 (人 ) 7 7 6 

介護予防 

特定施設入居者生活介護  

給付費 (千円 ) 9,200 8,250 7,320 

人数 (人 ) 84 81 78 

 

② 介護予防支援           （単位：各項目（ ）内／年） 

項   目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護予防支援 給付費 (千円 ) 1,367 1,229 1,090 

 人数 (人 ) 310 280 266 
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第４章 地域支援事業 

 

地域支援事業は、介護サービスや介護予防サービスと並び、介護保険制

度の大きな柱の一つです。 

要介護・要支援状態になる前から、一人ひとりの状況に応じた対策を図

るとともに、地域住民が自立した日常生活を送れることを目的とし次の事

業を実施していきます。 

 

 

事 業 名 内   容 

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業 

介護予防・生活支援 

サービス事業 

①要支援認定を受けた者  

②基本チェックリスト該当者（事業対象者） 

 訪問型サービス 
要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活 

上の支援の提供 

 通所型サービス 
要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など 

日常生活上の支援を提供  

 
介護予防 

ケアマネジメント 

要支援者等に対し、総合事業によるサービス 

等が適切に提供できるよう支援の提供 

一般介護予防事業 
対象者は、第１号被保険者の全ての者及びその  

支援のための活動に関わる者  

 介護予防把握事業 

収集した情報を活用し、支援を要する者の把握  

及び住民の健康づくり、介護予防へつなげる事  

業の実施 

 介護予防普及啓発事業 
介護予防活動の普及・啓発  

・運動教室等の実施 

 
地域介護予防 

活動支援事業 

住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う 

・介護予防ボランティアの育成 

・団体等への活動支援 

 ・高齢者地域間交流の支援  

 ・いきいき交流旅行の実施  

 

地域 

リハビリテーション 

活動支援事業 

介護予防の取組を強化するため、通所、訪問、  

地域ケア会議、住民主体の通いの場等への 

リハビリ専門職等による助言等を実施 
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事  業  名 内    容 

包
括
的
支
援
事
業 

地域包括支援センターの運営  

 

介護予防 

ケアマネジメント業務 

要支援者・事業対象者に対して介護予防及び日  

常生活支援を目的として、アセスメントに基づ  

き、自主的な取組みを含め予防サービス利用が  

提供されるよう支援を提供  

 

総合相談支援業務 

本人・家族・住民などからの相談に応じ、状況  

把握を行い適切な情報やサービス提供を専門的  

・継続的に支援を実施 

 
権利擁護業務 

困難な状況にある高齢者が尊厳ある生活が維持  

できるように支援を実施  

 
包括的・継続的 

ケアマネジメント 

支援業務 

ケアマネジャー、主治医、介護施設等関係機関  

など地域において多職種相互の協働により連携  

し高齢者の状況に応じて包括的かつ継続的に支  

援を実施 

社会保障の充実 

 認知症施策の推進 

初期集中支援チームの関与に関する認知症の早  

期診断・早期対応等を行い、認知症の本人の意  

思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよ  

い環境で自分らしく暮らし続けることができる  

地域の構築を推進 

 
在宅医療・介護連携の 

推進  

地域の医療・介護関係者による会議の開催、在  

宅医療・介護関係者の研修等を行い、在宅医療  

・介護サービスを一体的に提供する体制の構築  

を推進  

 地域ケア会議の実施 

地域包括支援センター等において、多職種協働  

による個別事例の検討を行い、地域のネットワ  

ーク構築、ケアマネジメント支援、地域課題の  

把握等を推進 

 生活支援体制整備事業 

協議体を設置し、住民と生活支援コーディネー  

ターを中心に、担い手やサービスの開発等を行  

い高齢者の社会参加及び生活支援の充実を推進  

任
意
事
業 

介護給付費適正化事業 
介護給付等に要する費用の適正化のための事業  

を実施  

家族介護支援事業 

介護による家族の身体的・精神的・経済的負担  

を軽減する事業を実施 

 ・家族介護支援事業（介護者相互の交流・研修）  

 ・家族介護継続支援事業（介護慰労等） 

その他事業 

介護保険事業の運営の安定化及び高齢者の地域  

における自立した日常生活の支援に必要な事業  

を実施  

 ・地域自立支援生活支援事業 

（高齢者相互の交流会等）  
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第５章 第１号被保険者保険料の見込み 

 

１．標準給付費 

 

第８期計画期間中の標準給付費見込額は次のとおりです。  

                           （単位：千円） 

項  目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合 計 

総 給 付 費 539,617 483,869 429,575 1,453,061 

特 定 入 所 者 

介護サービス等給付費 
38,100 34,164 30,330 102,594 

高額介護サービス費等 

給 付 費 
14,410 12,921 11,472 38,803 

高 額 医 療 合 算 

介護サービス費等給付額 
2,040 1,829 1,624 5,493 

算定対象者審査支払手数料  303 272 241 816 

標準給付費見込額 594,470 533,055 473,242 1,600,767 

 

 

２．地域支援事業費 

 

第８期計画期間中の地域支援事業費見込額は次のとおりです。  

                           （単位：千円） 

項 目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合 計 

介護予防・生活支援 

サ ー ビ ス 事 業 費 
26,764 23,390 20,086 70,240 

一般介護予防事業費 4,964 4,338 3,725 13,027 

包 括 的 支 援 事 業 

任 意 事 業 費 
15,542 13,582 11,664 40,788 

算定対象者審査支払手数料  54 47 41 142 

総 事 業 費 見 込 額 47,324 41,357 35,516 124,197 
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３．財源構成 

単位：％ 

 

公費負担 ５０％ 保険料 ５０％ 

国 県 一般会計 
第１号 

被保険者 

第２号 

被保険者 

介 護 給 付 費 

施 設 等 

国 庫 負 担 金  

１５％ 

調 整 交 付 金  

平均 ５％ 

17.5％ 

12.5％ ２３％ ２７％ 

施設等以外 

国 庫 負 担 金  

２０％ 

調 整 交 付 金  

平均 ５％ 

12.5％ 

地 域 支 援 事 業 費 

介護予防・日常生活 

支援総合事業 
２５％ 12.5％ 12.5％ ２３％ ２７％ 

包括的支援事業 

任意事業 
３８.５％ 19.25％ 19.25％ ２３％  

 

 

４．第１号被保険者保険料の算定 

 

（１） 第１号被保険者の保険料は、保険料収納必要額を計画期間にお

ける第 1 号保険者数で除して保険料基準月額を求めます。  

 

南牧村で必要な  

サービスの総費用  

（円）  

 ６５歳以上の方   必要な保険料（見込） 

 

負担  

割合  

(％ ) 

 

保険料  

算定人数  

(人 ) 

 年額(円) 月額(円) 

1,743,964,000 × 14.5 ÷ 2,850 ＝ 88,728 7,394 

   ※ １）総費用、人数は第８期計画期間中の数値（見込）です。 

２）サービスの総費用は、標準給付費・地域支援事業費です。 

     ３）６５歳以上の方の負担分は、基準は２３％ですが財政調整交付金等の

交付により１４.５％で見込みました。 

 

  （２）保険料の算定にあたっては、村の施策としての保険料軽減対策を

組み込み、保険料を設定しました。  

     【第８期保険料基準額 ５,８００円】 
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５．第１号被保険者の保険料に関する段階区分  

 

単位：円 

所得段階 基   準 

保険料率  

（国基準）  

 

保険料  

上段 (年額 ) 

下段 (月額） 

第１段階 

生活保護を受けている人、本人及び世帯 

全員が住民税非課税で、本人の合計所得 

＋課税年金収入額が８０万円以下の人 

０ .３０ 

(０ .５０ ) 

２０ ,８８０円 

１ ,７４０円 

第２段階 
世帯全員住民税非課税かつ本人年金収入 

等８０万円超え１２０万円以下 

０ .５０ 

(０ .７５ ) 

３４ ,８００円 

２ ,９００円 

第３段階 
世帯全員住民税非課税かつ本人年金収入 

等１２０万円超 

０ .７０ 

(０ .７５ ) 

４８ ,７２０円 

４ ,０６０円 

第４段階 

同じ世帯に村民税課税者がいるが、本人 

は村民税非課税かつ本人年金収入等 

８０万円以下 

０ .９０ 

６２ ,６４０円 

５ ,２２０円 

第５段階 

同じ世帯に村民税課税者がいるが、本人 

は村民税非課税かつ本人年金収入等 

８０万円超 

１ .００ 

６９ ,６００円 

５ ,８００円 

第６段階 
本人が住民税課税で、本人の合計所得額 

が１２０万円未満 
１ .２０ 

８３ ,５２０円 

６ ,９６０円 

第７段階 
本人が住民税課税で、本人の合計所得額 

が１２０万円以上２００万円未満 
１ .３０ 

９０ ,４８０円 

７ ,５４０円 

第８段階 
本人が住民税課税で、本人の合計所得額 

が２００万円以上３００万円未満 
１ .５０ 

１０４ ,４００円 

８ ,７００円 

第９段階 
本人が住民税課税で、本人の合計所得額 

が３００万円以上 
１ .７０ 

１１８ ,３２０円 

９ ,８６０円 

 

※第１段階～第３段階は公費負担による軽減後の割合です。  
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第６章 円滑なサービス提供を図るために 

 

１．地域包括支援センター 

 

地域包括支援センターは、地域住民や医療・福祉・介護の関係機関

との連携により、支援を必要とする高齢者を早期に把握し、その自立

や尊厳を地域ぐるみで支援する地域包括ケアシステムの中核機関とし

て活動しています。 

また、介護・認知症・看取りなど高齢者を取り巻く様々な問題も増加

することが想定されているところから、地域ケア会議の充実、在宅医

療・介護連携の推進、認知症の見守り支援、生活支援、介護予防ケアマ

ネジメント業務、総合相談支援業務及び権利擁護業務、包括的・継続的

ケアマネジメント支援業務を行っていきます。  

第８期計画においても、個々の高齢者の状況やその変化に応じて、介

護保険サービスを中心とした様々な支援が継続的・包括的に提供される

ようにします。 

（１）地域ケア会議等の運営 

支援を要する高齢者の様々なニーズに適切に対応するため、

医療・福祉・介護サービスやインフォーマルサービスを含めた地

域包括ケアに関する取組を地域ケア会議において委員からの意見

を求めます。 

 

（２）在宅医療・介護連携の推進 

医療と介護の両方を必要とする高齢者の増加が想定されてお

り、切れ目ない在宅医療・在宅介護を提供する体制を整備するた

め、平成３０年度から、富岡市、下仁田町、甘楽町、南牧村が富

岡市甘楽郡医師会に委託して、関係機関の相談、専門職や住民に

対する研修等を実施し、医療・介護の連携強化を図ります。 

 

（３）認知症サポーター養成 

認知症を引き起こす原因疾患は多数存在しますが、認知症が

進行する最大の原因は加齢です。認知症になっても家族や周囲の

人の理解と気遣いがあれば、穏やかに住み慣れた地域で尊厳を持

ち安心して暮らしていくことが可能です。そのために認知症に対

する正しい知識の普及・啓発活動に取り組みます。  
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２．介護保険運営協議会 

 

村長の付属機関として、介護保険運営協議会（以下「協議会」とい

う。）が設置されています。 

協議会の委員は、被保険者を代表する方、介護に関し識見を有する方、

介護サービスに関する事業に従事する方のうちから、村長が任命してい

ます。 

介護保険事業については、協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ

中立な立場で運営を確保します。 

 

 

３．介護給付費等の適正化推進 

 

介護（予防）給付について、介護給付等に要する費用の適正化を重

要課題と認識し、円滑に推進できる人員を確保し、公平かつ適正な介

護給付を行います。 

 

（１）認定調査状況チェック 

指定居宅介護支援事業者が実施した更新認定等の認定調査内

容について、村職員が訪問や書面審査によって点検します。  

 

（２）ケアプランの点検 

介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画、介護予防

サービス計画の記載内容を、事業者からの提出または事業所への

訪問調査により、村職員等の第三者がその内容の点検、指導を行

います。 

 

（３）福祉用具購入・住宅改修等の点検 

住宅改修費の申請時に利用者宅の状態等の確認、工事見積書

の点検を行い、竣工後に訪問調査等により施工状況の点検を行い

ます。 

また、福祉用具利用者には訪問調査等により、福祉用具の必

要性や利用状況を点検します。 

 

（４）医療情報との突合・縦覧点検 

国民健康保険、後期高齢者医療保険の入院情報等と介護保険

の給付情報を突合し、給付日数や提供されたサービスの整合性の

点検を実施します。 
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（５）介護給付費通知 

利用者本人や家族に対し、サービスの請求状況、費用を通知し

ます。 

 

 

４．保険料の確保 

 

保険料については、被保険者からの負担を基本としますが、低所得者

が多い本村としては、村の施策として被保険者へ保険料軽減対策を行い

計画的に保険料の確保を図っていきます。 

また、介護保険料の滞納等が生じないように適切な対応を実施してい

きます。 

 

 

５．人材の確保と育成 

 

本計画の推進には、各事業に従事する人材の確保・育成が欠かせませ

ん。行政を含め、介護サービスを提供する事業者に広く配置されること

が必要です。 

また、それら専門職の質の向上も非常に重要となります。  

関係機関と協力・連携し、長期的視点に立った人材育成を図っていき

ます。 

 

 

６．その他サービスや施策等 

 

計画上で見込んでいないサービスや事業においても、必要に応じて随

時検討し、計画年度内において計画・予算化を行います。  

また、村内の介護・保健・福祉等の関係機関と連携しサービスの向上

を図ります。 


